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令和８年２月２０日 

環境・安全安心特別委員会資料 

環 境 清 掃 部 環 境 課 

                                                    

                                      

 

 

公衆喫煙環境の整備について 

 
 

 

１ 公衆喫煙所の整備状況 

（１）公衆喫煙所設置費等助成による整備 

◇名   称  佐竹公衆喫煙所 

◇所 在 地  台東４－２－９ 

◇面積（定員） ５.２㎡（３名） 

◇運用開始日  令和７年１０月１日 

            

【外観】          【内観】 

 

（２）改良整備を行った公衆喫煙所 

「台東リバーサイドスポーツセンター体育館前」公衆喫煙所において、植栽で囲む形

状からパーテーションを設置し、分煙を強化した。 

     

        【改良前】                 【改良後】令和７年８月２１日～ 
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２ 台東区公衆喫煙所設置費等助成の拡充 

公衆喫煙所の一層の普及を図り、喫煙する人としない人が共存できる環境の整備を更

に推進するため、台東区公衆喫煙所設置費等助成における設置経費及び維持管理経費の

上限額を拡充するとともに、維持管理経費の再申請を可能とする。 

 

（１）拡充内容 

 

◇設置経費 

 現行 令和８年度から 

助成対象 

経費 
工事費、設備費、備品購入費、機械装置費 等 

上限額 ５００万円 ７００万円 

助成率 １０／１０ １０／１０ 

 

 

◇維持管理経費 

 現行 令和８年度から 

助成対象 

経費 

設備及び備品の保守に要する経費、電気代、火災保険料、清掃及びごみの処理に

要する経費、賃料 等 

上限額 

（年間） 
１２０万円 

１２０万円 

＋ 

賃料 ８０万円 (120万円を超過した場合の上乗せ) 

助成期間 ５年間 
１年間 

（再申請可能） 

助成率 １０／１０ １０／１０ 

 

 

（２）予算額（案） 

歳入  １４，０００千円 

歳出  ５７，８６７千円 
 
 
３ 今後の予定  

   令和８年４月      台東区公衆喫煙所設置費等助成の拡充 


